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個人 伊達市 キュウリ、ニラ

個人 本宮市 水稲、ミニトマト、
ネギ

3

農業を始めるのに大切な５つの要素

農業を始めるためには、技術を習得するとともに
資金や農地等を確保することが必要です。
自分がやりたい農業のイメージを固め、

関係者の支援も受けながら着実に進めていきましょう。

●農業経営者となるためには、少なくとも１年間は栽培管理技術や経営管理のやり
方を身につけるための研修が必要です。

●研修先は就農準備校や先進的な農家・農業法人、公的な研修機関等があります
（資料参照）。
●研修にあたり、要件が満たされれば公的な支援（就農準備資金）を受けることも
可能です。

●新しく農業を始める場合、農業機械やパイプハウス等の購入のほか、苗代や
肥料代、農薬代など営農するための資金が必要です。

●現金収入が入るようになるまでの生活資金も必要です。
●必要な資金は、営農作目によって異なるため、営農計画や生活設計を綿密に立て
ながら積算することが大切です。
●2024年の調査では、就農１年目に要した費用は、全国平均値で約896万円
（機械施設：670万円、必要経費等：226万円）となっています。
●認定新規就農者になれば機械・施設等を購入する際に青年等就農資金（無利
子）を借りることも可能です。

●農地を借りる（買う）場合には、農地法や農業経営基盤強化促進法等の農地に関
する法律に基づき許可等を受ける必要があります。

●農地を借りる（買う）にあたっては、自分の目指す農業経営を明確化して、面積や
日照状況、土壌条件、水の条件などを十分検討して選定しましょう。
●新規就農者が自ら農地を探すことは難しいので研修先の農家や市町村、JA、
農地中間管理機構等の支援を受けながら探すことが大切です。

●稲作は、一連の作業が機械化されており、畜産では畜舎建設、施設園芸ではハウ
ス建設に相当な投資が必要となります。
●新規就農者は、資金的に余裕がないのが一般的であり、当初は必要最小限の農
機具や施設を購入し、中古やリース、借受等も活用しながら、経営が軌道に乗り
始めてから徐々に装備を充実させていくほうが堅実です。

●農作物を適切に栽培管理していくために、住居はできるだけ農地に近いことが
望ましいです。

●住居は、就農先の市町村等関係機関、研修先の農家等を通じて探してもらうこ
とが一般的です。（県内の各県地方振興局には、移住コーディネーターが配置
されています。）
●市町村によっては、県外からの移住者向けに公的な住居を用意しているところや
リフォーム資金等を補助してくれるところもあります。

技術やノウハウの
取得

資金の確保

農地の確保

機械や施設の
確 保

住宅の確保

新規就農を目指す皆さんを対象に、様々な支援制度が設けられています。
上手に活用して円滑な就農に結びつけましょう。

●新たに農業を始める方（独立自営就農者）が、作成する青年等就農計画を
市町村が認定し、認定を受けた「認定新規就農者」に対し、
経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施する制度。

●青年等就農資金（無利子融資・現在限度額3,700万円）の借受
●新規就農者育成総合対策（経営開始資金・
経営発展支援事業）の対象者に

●認定新規就農者への農地集積促進（利用権の設定等）
●農業者年金保険料の国庫補助（青色申告者に限る）等

１. 青年等就農計画制度

2. 新規就農者育成総合対策（資金面の支援）
就農前（研修の実施） 就農後（営農開始）

3. 新規就農者育成総合対策（機械・施設等の整備への支援）

（機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象）

経営発展支援事業（就農直後）

対象者：認定新規就農者
　　　（就農時49歳以下・令和5年度以降の独立・自営者）　　　　　　　　　　　　　　　　
支援額：補助対象事業費上限1,000万円
　　　（経営開始資金の交付対象者は上限500万円）　　　　　　　　　　
補助率：県支援分の２倍を国が支援
　　　（国の補助上限1/2　〈例〉国1/2、県1/4、本人1/4）
　　　  ※本人分の1/4は、融資を受けること　　　　　　　　　

［資金交付主体：各市町村］

就農支援制度を活用して就農しよう！！
（令和7年4月末 現在）

新しく農業を始める場合、農地の購入や賃貸、施設の建設、
農機具の購入等設備投資資金や肥料、

農薬種苗など営農に必要な資金の準備が必要です。
また、現金収入があるまでの生活資金の準備も必要です。

福島県が認めた認定研修機関
（R7年4月1日現在）
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福島県農業総合センター
（農業短期大学校、果樹
研究所）

郡山市園芸振興セン
ター

くにみ農業ビジネス訓
練所

個人

個人

法人・団体

個人

個人

矢吹町（農業短期大学校）
福島市（果樹研究所）

水稲、畑作物、果樹、
野菜、花き、畜産

郡山市
トマト、
アスパラガス、
トルコギキョウ、
キュウリ

国見町
ミニトマト、
トウモロコシ、
キュウリ、枝豆、
ナス、 タマネギ

福島市 トマト、ズッキーニ、
パプリカ、ニンジン

福島市 キュウリ、トマト

福島市 キュウリ、ネギ

福島市 イチゴ、ニンジン

福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

JA全農福島 福島市（本部）
郡山市（栽培施設） 菌床しいたけ

福島市 モモ、リンゴ、
ネクタリン、オウトウ

法人・団体 福島市 オウトウ、モモ、ナシ
ブドウ、リンゴ

個人 福島市 水稲、小ギク、
シャクヤク、葉ボタン

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 キュウリ、ネギ

個人 福島市 キュウリ

個人 福島市 トマト

法人・団体

個人 福島市 小ギク、シャクヤク、
葉ボタン

個人 福島市 キュウリ、たらのめ、
葉物類

個人 福島市 キュウリ、ネギ、
シュンギク

個人 福島市 小ギク

個人 福島市 小ギク、シャクヤク、
リンドウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、
オウトウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人　 福島市 キュウリ、コマツナ、
ホウレンソウ
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31
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50

51
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57

58

59

60

62

63

64

65

66

69

140

141

142

143

法人・団体 いわき市 有機栽培
（水稲、露地野菜）

JA福島さくら
いわき梨部会 いわき市 ナシ

フェイジョア、
イチジク、リンドウ

イチゴ

法人・団体 いわき市

個人 いわき市

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

個人 福島市 キュウリ、ホウレンソウ、
キャベツ

個人 福島市 トマト、モモ、ナシ、
リンゴ

個人 福島市 キュウリ、シュンギク、
水稲

キュウリ

個人 福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

法人・団体 二本松市

35 個人 二本松市

有機野菜（キュウリ、
ピーマン、トマト、
コマツナ、ホウレンソウ
等）

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市

二本松市

施設花き（スプレー
マム）、
露地花き（アスター、
ヒマワリ）、花木類

個人 有機露地野菜

個人 二本松市 リンゴ,オウトウ、
ブドウ

個人 伊達市 ブドウ

個人 伊達市 モモ、ブドウ

個人 伊達市 キュウリ、カキ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

法人・団体 伊達市 イチゴ

個人 本宮市 水稲、キュウリ、
ミニトマト、シュンギク

法人・団体 桑折町 モモ、カキ、リンゴ

個人 桑折町 モモ

53 個人 桑折町 モモ

52 個人 桑折町 モモ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 川俣町 トルコギキョウ、水稲
ホウレンソウ

法人・団体 川俣町
アンスリウム、ヒマワリ、
ストック、イチゴ苗、
イチゴ

個人 大玉村 キュウリ

個人 郡山市 ナシ、ブドウ、水稲

個人 郡山市

61 個人 郡山市

キュウリ、水稲

トウモロコシ、
ニンジン、タマネギ

法人・団体 郡山市 イチゴ、サンチュ

JA全農福島
サンシャイントマト出荷
協議会

郡山市（所在地）
いわき市、楢葉町（研修地） トマト、ミニトマト

法人・団体 郡山市 シクラメン、ゼラニウム、
マーガレット

法人・団体 郡山市 水稲、大豆

個人 郡山市 トマト

67 法人・団体 須賀川市 イチゴ、大葉、リンゴ

68 法人・団体 須賀川市 水稲

法人・団体 須賀川市 キュウリ

個人 北塩原村

個人 会津美里町

水稲、
夏秋キュウリ（施設）

109 法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

個人 西会津町 キュウリ、水稲、
ソバ、野菜苗

個人 西会津町 有機トマト、
有機メロン、水稲

法人・団体 磐梯町 菌床しいたけ、
花苗・野菜苗

個人 磐梯町 水稲、トマト、水耕リー
フレタス、コマツナ

法人・団体 猪苗代町 水稲、ソバ

個人 猪苗代町 水稲、トマト、
ブルーベリー

個人 猪苗代町 トマト

JA会津よつば
ばんばいトマト生産部会 猪苗代町 トマト

119 水稲 猪苗代町 トマト、水稲

個人 会津美里町 ブドウ、カキ、
ブルーベリー

121 肉用牛（繁殖、肥育）

法人・団体 柳津町、三島町
金山町、昭和村122 宿根カスミソウ

個人 会津美里町 キュウリ、ダイコン

126 法人・団体 会津美里町

会津美里町

水稲、ソバ、大豆、
小麦

法人・団体 トマト

トマト

法人・団体 会津美里町

下郷町、只見町、
南会津町

有機栽培（水稲、大
豆、菜種、ソバ、露地
野菜、イチゴ、カキ、
エゴマ）

相馬市 相馬市 ナシ、キウイフルーツ、
イチゴ

個人 南相馬市

ブロッコリー、サトイ
モ、鶏卵、キャベツ、
ネギ、トウモロコシ、
ナス、ピーマン、レタ
ス、白菜、タマネギ、
スナップエンドウ、水
稲

JAふくしま未来
そうま地区本部 南相馬市 キュウリ

129
JA会津よつば
会津田島アスパラ部会 南会津町

JA会津よつば
南郷トマト生産部会 南会津町

127 宿根カスミソウ、
リンドウ

南会津地方花き振興
協議会

アスパラガス

南相馬市 南相馬市
水稲、小麦、大豆、
タマネギ、ブロッコ
リー、ネギ、ダイコ
ン、キャベツ

南相馬市
みらい農業学校 南相馬市

野菜（キュウリ、トマ
ト、サツマイモ等）、
麦、大豆

広野町 広野町 水稲

法人・団体 広野町
有機水稲、水稲、
大豆、タマネギ、
ブロッコリー   

浪江町 浪江町 トルコギキョウ、
カラー、ストック

法人・団体 いわき市 トマト、水稲

個人 いわき市
露地野菜（サトイモ、
ブロッコリー、キャベツ
等）施設野菜（ピーマ
ン、トマト）

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

青年等就農資金

その他制度資金

資金の使途
返済期間
融資限度額
利率（年）
担保・保証人

施設・機械、果樹・家畜、経営費等
17年以内（うち据置期間５年以内）
3,700万円（特認１億円）
無利子
実質的な無担保、無保証人

項  目 内  容

自己資金

就農に向けた資金確保のポイント

就農には大きく分けて、次の3通りがあります。
「独立自営就農」：自分が独立して自営の農業を始める。
「親元就農」：親や祖父母と一緒に営農していく。
「雇用就農」：農業法人等に就職し、従業員として農業を行う。

認定新規就農者のメリット

就農準備資金
●

●交付期間は最長２年間（海外研修で１年延長）
●

●県が認めた研修機関で研修を受ける就農希望者
に対し交付（県内各地に143ヶ所有り）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

経営開始資金
●就農後最長3年間交付

●交付金の額は150万円/年（夫婦では1.5倍額）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

●独立・自営就農者で就農時の年齢が、原則50歳
未満の認定新規就農者が対象　　　　　　　

●「青年等就農計画」の認定を受けていることや
「地域計画」への位置付け等の要件がある

［資金交付主体：福島県農業振興公社］ ［資金交付主体：各市町村］

就農前の研修期間、１年につき１人あたり150万
円を交付

研修終了後１年以内に原則50歳未満で就農する
ことが必要（年令下限はなし）

（単位：万円）

新規参入者計
水稲・麦・豆
露地野菜
施設野菜
花き・花木
果樹
酪農

その他畜産
その他

販売金額
第１位の作目

就農１年目
農産物
売上高

機械施設等
（Ａ）

種苗肥料
燃料等（Ｂ）

費用合計
（Ａ＋Ｂ）

自己資金
（Ｃ）

差額
（Ｃ－(Ａ＋Ｂ))

自己資金

670
662
371
996
672
418
2,760
1,107
245

226
222
143
274
189
153
1,956
472
122

896
884
515
1,270
861
571
4,716
1,579
367

281
280
252
293
290
267
858
317
157

△619
△604
△263
△977
△571
△305
△3,858
△1,262
△210

184 
131 
163 
207 
243 
185 
224 
113 
170 

354 
352 
201 
523 
261 
200 
2,878 
338 
136 

営農面 生活面

就農１年目の平均費用と自己資金（新規参入者）

新規就農者の就農実態調査結果（2024年・全国新規就農相談センター）より

　自分のやりたい農業をどのような規模で行うかなどを明確にして、営農計画
と生活設計を綿密に立て、できる限り自己資金を活用することが大切です。

　国や地方公共団体は、政策金融公庫資金、農業近代化資金など法律に基
づき「長期で低利」な資金を数多く設けています。

　認定新規就農者を対象に、日本政策金融公庫から無利子で貸し出される資金です。
農業経営の開始に必要な機械や
施設の取得等（農地等の取得は
除く）のために利用できます。認
定新規就農者になるには、市町
村から青年等就農計画の認定を
受けることが必要です。

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

㈱ＪＡ和牛ファーム
福島さくら 田村市 和牛繁殖

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 キュウリ

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

㈱ＪＡ和牛ファーム
福島さくら 田村市 和牛繁殖

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 北塩原村 キュウリ
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新規就農を目指す皆さんを対象に、様々な支援制度が設けられています。
上手に活用して円滑な就農に結びつけましょう。

●新たに農業を始める方（独立自営就農者）が、作成する青年等就農計画を
市町村が認定し、認定を受けた「認定新規就農者」に対し、
経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施する制度。

●青年等就農資金（無利子融資・現在限度額3,700万円）の借受
●新規就農者育成総合対策（経営開始資金・
経営発展支援事業）の対象者に

●認定新規就農者への農地集積促進（利用権の設定等）
●農業者年金保険料の国庫補助（青色申告者に限る）等

１. 青年等就農計画制度

2. 新規就農者育成総合対策（資金面の支援）
就農前（研修の実施） 就農後（営農開始）

3. 新規就農者育成総合対策（機械・施設等の整備への支援）

（機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象）

経営発展支援事業（就農直後）

対象者：認定新規就農者
　　　（就農時49歳以下・令和6年度以降の独立・自営者）　　　　　　　　　　　　　　　　
支援額：補助対象事業費上限1,000万円
　　　（経営開始資金の交付対象者は上限500万円）　　　　　　　　　　
補助率：県支援分の２倍を国が支援
　　　（国の補助上限1/2　〈例〉国1/2、県1/4、本人1/4）
　　　  ※本人分の1/4は、融資を受けること　　　　　　　　　

［資金交付主体：各市町村］

就農支援制度を活用して就農しよう！！
（令和7年4月末 現在）

就農には大きく分けて、次の3通りがあります。
「独立自営就農」：自分が独立して自営の農業を始める。
「親元就農」：親や祖父母と一緒に営農していく。
「雇用就農」：農業法人等に就職し、従業員として農業を行う。

認定新規就農者のメリット

就農準備資金
●

●交付期間は最長２年間（海外研修で１年延長）
●

●県が認めた研修機関で研修を受ける就農希望者
に対し交付（県内各地に143ヶ所有り）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

経営開始資金
●就農後最長3年間交付

●交付金の額は150万円/年（夫婦では1.5倍額）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

●独立・自営就農者で就農時の年齢が、原則50歳
未満の認定新規就農者が対象　　　　　　　

●「青年等就農計画」の認定を受けていることや
「地域計画」への位置付け等の要件がある

［資金交付主体：福島県農業振興公社］ ［資金交付主体：各市町村］

就農前の研修期間、１年につき１人あたり150万
円を交付

研修終了後１年以内に原則50歳未満で就農する
ことが必要（年令下限はなし）



48

49

個人 伊達市 キュウリ、ニラ

個人 本宮市 水稲、ミニトマト、
ネギ

3 4

農業を始めるのに大切な５つの要素

農業を始めるためには、技術を習得するとともに
資金や農地等を確保することが必要です。
自分がやりたい農業のイメージを固め、

関係者の支援も受けながら着実に進めていきましょう。

●農業経営者となるためには、少なくとも１年間は栽培管理技術や経営管理のやり
方を身につけるための研修が必要です。

●研修先は就農準備校や先進的な農家・農業法人、公的な研修機関等があります
（資料参照）。
●研修にあたり、要件が満たされれば公的な支援（就農準備資金）を受けることも
可能です。

●新しく農業を始める場合、農業機械やパイプハウス等の購入のほか、苗代や
肥料代、農薬代など営農するための資金が必要です。

●現金収入が入るようになるまでの生活資金も必要です。
●必要な資金は、営農作目によって異なるため、営農計画や生活設計を綿密に立て
ながら積算することが大切です。
●2024年の調査では、就農１年目に要した費用は、全国平均値で約896万円
（機械施設：670万円、必要経費等：226万円）となっています。
●認定新規就農者になれば機械・施設等を購入する際に青年等就農資金（無利
子）を借りることも可能です。

●農地を借りる（買う）場合には、農地法や農業経営基盤強化促進法等の農地に関
する法律に基づき許可等を受ける必要があります。

●農地を借りる（買う）にあたっては、自分の目指す農業経営を明確化して、面積や
日照状況、土壌条件、水の条件などを十分検討して選定しましょう。
●新規就農者が自ら農地を探すことは難しいので研修先の農家や市町村、JA、
農地中間管理機構等の支援を受けながら探すことが大切です。

●稲作は、一連の作業が機械化されており、畜産では畜舎建設、施設園芸ではハウ
ス建設に相当な投資が必要となります。
●新規就農者は、資金的に余裕がないのが一般的であり、当初は必要最小限の農
機具や施設を購入し、中古やリース、借受等も活用しながら、経営が軌道に乗り
始めてから徐々に装備を充実させていくほうが堅実です。

●農作物を適切に栽培管理していくために、住居はできるだけ農地に近いことが
望ましいです。

●住居は、就農先の市町村等関係機関、研修先の農家等を通じて探してもらうこ
とが一般的です。（県内の各県地方振興局には、移住コーディネーターが配置
されています。）
●市町村によっては、県外からの移住者向けに公的な住居を用意しているところや
リフォーム資金等を補助してくれるところもあります。

技術やノウハウの
取得

資金の確保

農地の確保

機械や施設の
確 保

住宅の確保

新規就農を目指す皆さんを対象に、様々な支援制度が設けられています。
上手に活用して円滑な就農に結びつけましょう。

●新たに農業を始める方（独立自営就農者）が、作成する青年等就農計画を
市町村が認定し、認定を受けた「認定新規就農者」に対し、
経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施する制度。

●青年等就農資金（無利子融資・現在限度額3,700万円）の借受
●新規就農者育成総合対策（経営開始資金・
経営発展支援事業）の対象者に

●認定新規就農者への農地集積促進（利用権の設定等）
●農業者年金保険料の国庫補助（青色申告者に限る）等

１. 青年等就農計画制度

2. 新規就農者育成総合対策（資金面の支援）
就農前（研修の実施） 就農後（営農開始）

3. 新規就農者育成総合対策（機械・施設等の整備への支援）

（機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象）

経営発展支援事業（就農直後）

対象者：認定新規就農者
　　　（就農時49歳以下・令和5年度以降の独立・自営者）　　　　　　　　　　　　　　　　
支援額：補助対象事業費上限1,000万円
　　　（経営開始資金の交付対象者は上限500万円）　　　　　　　　　　
補助率：県支援分の２倍を国が支援
　　　（国の補助上限1/2　〈例〉国1/2、県1/4、本人1/4）
　　　  ※本人分の1/4は、融資を受けること　　　　　　　　　

［資金交付主体：各市町村］

就農支援制度を活用して就農しよう！！
（令和7年4月末 現在）

新しく農業を始める場合、農地の購入や賃貸、施設の建設、
農機具の購入等設備投資資金や肥料、

農薬種苗など営農に必要な資金の準備が必要です。
また、現金収入があるまでの生活資金の準備も必要です。

福島県が認めた認定研修機関
（R7年4月1日現在）
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No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

福島県農業総合センター
（農業短期大学校、果樹
研究所）

郡山市園芸振興セン
ター

くにみ農業ビジネス訓
練所

個人

個人

法人・団体

個人

個人

矢吹町（農業短期大学校）
福島市（果樹研究所）

水稲、畑作物、果樹、
野菜、花き、畜産

郡山市
トマト、
アスパラガス、
トルコギキョウ、
キュウリ

国見町
ミニトマト、
トウモロコシ、
キュウリ、枝豆、
ナス、 タマネギ

福島市 トマト、ズッキーニ、
パプリカ、ニンジン

福島市 キュウリ、トマト

福島市 キュウリ、ネギ

福島市 イチゴ、ニンジン

福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

JA全農福島 福島市（本部）
郡山市（栽培施設） 菌床しいたけ

福島市 モモ、リンゴ、
ネクタリン、オウトウ

法人・団体 福島市 オウトウ、モモ、ナシ
ブドウ、リンゴ

個人 福島市 水稲、小ギク、
シャクヤク、葉ボタン

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 キュウリ、ネギ

個人 福島市 キュウリ

個人 福島市 トマト

法人・団体

個人 福島市 小ギク、シャクヤク、
葉ボタン

個人 福島市 キュウリ、たらのめ、
葉物類

個人 福島市 キュウリ、ネギ、
シュンギク

個人 福島市 小ギク

法人・団体 福島市 小ギク、シャクヤク、
リンドウ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、
オウトウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人　 福島市 キュウリ、コマツナ、
ホウレンソウ

6

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

69

70

140

141

142

143

法人・団体 いわき市 有機栽培
（水稲、露地野菜）

JA福島さくら
いわき梨部会 いわき市 ナシ

フェイジョア、
イチジク、リンドウ

イチゴ

法人・団体 いわき市

個人 いわき市

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

110

111

112

113

114

115

116

117

118

120

123

124

125

130

128

131

132

133　

134

135

136

137

138

139

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

個人 福島市 キュウリ、ホウレンソウ、
キャベツ

個人 福島市 トマト、モモ、ナシ、
リンゴ

個人 福島市 キュウリ、シュンギク、
水稲

キュウリ

個人 福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

法人・団体 二本松市

36 個人 二本松市

有機野菜（キュウリ、
ピーマン、トマト、
コマツナ、ホウレンソウ
等）

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市

二本松市

施設花き（スプレー
マム）、
露地花き（アスター、
ヒマワリ）、花木類

個人 有機露地野菜

個人 二本松市 リンゴ,オウトウ、
ブドウ

個人 伊達市 ブドウ

個人 伊達市 モモ、ブドウ

個人 伊達市 キュウリ、カキ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

法人・団体 伊達市 イチゴ

個人 本宮市 水稲、キュウリ、
ミニトマト、シュンギク

法人・団体 桑折町 モモ、カキ、リンゴ

個人 桑折町 モモ

53 個人 桑折町 モモ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 川俣町 トルコギキョウ、水稲
ホウレンソウ

法人・団体 川俣町
アンスリウム、ヒマワリ、
ストック、イチゴ苗、
イチゴ

個人 大玉村 キュウリ

個人 郡山市 ナシ、ブドウ、水稲

個人 郡山市

61 個人 郡山市

キュウリ、水稲

トウモロコシ、
ニンジン、タマネギ

法人・団体 郡山市 イチゴ、サンチュ

JA全農福島
サンシャイントマト出荷
協議会

郡山市（所在地）
いわき市、楢葉町（研修地） トマト、ミニトマト

法人・団体 郡山市 シクラメン、ゼラニウム、
マーガレット

法人・団体 郡山市 水稲、大豆

個人 郡山市 トマト

67 法人・団体 須賀川市 イチゴ、大葉、リンゴ

68 法人・団体 須賀川市 水稲

法人・団体

㈱ＪＡ和牛ファーム
福島さくら

須賀川市

田村市

キュウリ

和牛繁殖

個人 会津坂下町

109 法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

個人 西会津町 キュウリ、水稲、
ソバ、野菜苗

個人 西会津町 有機トマト、
有機メロン、水稲

法人・団体 磐梯町 菌床しいたけ、
花苗・野菜苗

個人 磐梯町 水稲、トマト、水耕リー
フレタス、コマツナ

法人・団体 猪苗代町 水稲、ソバ

個人 猪苗代町 水稲、トマト、
ブルーベリー

個人 猪苗代町 トマト

JA会津よつば
ばんだいトマト生産部会 猪苗代町 トマト

119 個人 猪苗代町 トマト、水稲

個人 会津坂下町 ブドウ、カキ、
ブルーベリー

121 肉用牛（繁殖、肥育）

法人・団体 柳津町、三島町
金山町、昭和村122 宿根カスミソウ

個人 会津美里町 キュウリ、ダイコン

126 法人・団体 会津美里町

会津美里町

水稲、ソバ、大豆、
小麦

法人・団体 トマト

トマト

法人・団体 会津美里町

下郷町、只見町、
南会津町

有機栽培（水稲、大
豆、菜種、ソバ、露地
野菜、イチゴ、カキ、
エゴマ）

相馬市 相馬市 ナシ、キウイフルーツ、
イチゴ

個人 南相馬市

ブロッコリー、サトイ
モ、鶏卵、キャベツ、
ネギ、トウモロコシ、
ナス、ピーマン、レタ
ス、白菜、タマネギ、
スナップエンドウ、水
稲

JAふくしま未来
そうま地区本部 南相馬市 キュウリ

129
JA会津よつば
会津田島アスパラ部会 南会津町

JA会津よつば
南郷トマト生産部会 南会津町

127 宿根カスミソウ、
リンドウ

南会津地方花き振興
協議会

アスパラガス

南相馬市 南相馬市
水稲、小麦、大豆、
タマネギ、ブロッコ
リー、ネギ、ダイコ
ン、キャベツ

南相馬市
みらい農業学校 南相馬市

野菜（キュウリ、トマ
ト、サツマイモ等）、
麦、大豆

広野町 広野町 水稲

法人・団体 広野町
有機水稲、水稲、
大豆、タマネギ、
ブロッコリー   

浪江町 浪江町 トルコギキョウ、
カラー、ストック

法人・団体 いわき市 トマト、水稲

個人 いわき市
露地野菜（サトイモ、
ブロッコリー、キャベツ
等）施設野菜（ピーマ
ン、トマト）

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

青年等就農資金

その他制度資金

資金の使途
返済期間
融資限度額
利率（年）
担保・保証人

施設・機械、果樹・家畜、経営費等
17年以内（うち据置期間５年以内）
3,700万円（特認１億円）
無利子
実質的な無担保、無保証人

項  目 内  容

自己資金

就農に向けた資金確保のポイント

就農には大きく分けて、次の3通りがあります。
「独立自営就農」：自分が独立して自営の農業を始める。
「親元就農」：親や祖父母と一緒に営農していく。
「雇用就農」：農業法人等に就職し、従業員として農業を行う。

認定新規就農者のメリット

就農準備資金
●

●交付期間は最長２年間（海外研修で１年延長）
●

●県が認めた研修機関で研修を受ける就農希望者
に対し交付（県内各地に143ヶ所有り）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

経営開始資金
●就農後最長3年間交付

●交付金の額は150万円/年（夫婦では1.5倍額）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

●独立・自営就農者で就農時の年齢が、原則50歳
未満の認定新規就農者が対象　　　　　　　

●「青年等就農計画」の認定を受けていることや
「地域計画」への位置付け等の要件がある

［資金交付主体：福島県農業振興公社］ ［資金交付主体：各市町村］

就農前の研修期間、１年につき１人あたり150万
円を交付

研修終了後１年以内に原則50歳未満で就農する
ことが必要（年令下限はなし）

（単位：万円）

新規参入者計
水稲・麦・豆
露地野菜
施設野菜
花き・花木
果樹
酪農

その他畜産
その他

販売金額
第１位の作目

就農１年目
農産物
売上高

機械施設等
（Ａ）

種苗肥料
燃料等（Ｂ）

費用合計
（Ａ＋Ｂ）

自己資金
（Ｃ）

差額
（Ｃ－(Ａ＋Ｂ))

自己資金

670
662
371
996
672
418
2,760
1,107
245

226
222
143
274
189
153
1,956
472
122

896
884
515
1,270
861
571
4,716
1,579
367

281
280
252
293
290
267
858
317
157

△619
△604
△263
△977
△571
△305
△3,858
△1,262
△210

184 
131 
163 
207 
243 
185 
224 
113 
170 

354 
352 
201 
523 
261 
200 
2,878 
338 
136 

営農面 生活面

就農１年目の平均費用と自己資金（新規参入者）

新規就農者の就農実態調査結果（2024年・全国新規就農相談センター）より

　自分のやりたい農業をどのような規模で行うかなどを明確にして、営農計画
と生活設計を綿密に立て、できる限り自己資金を活用することが大切です。

　国や地方公共団体は、政策金融公庫資金、農業近代化資金など法律に基
づき「長期で低利」な資金を数多く設けています。

　認定新規就農者を対象に、日本政策金融公庫から無利子で貸し出される資金です。
農業経営の開始に必要な機械や
施設の取得等（農地等の取得は
除く）のために利用できます。認
定新規就農者になるには、市町
村から青年等就農計画の認定を
受けることが必要です。

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 キュウリ

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 北塩原村 キュウリ

108 個人 北塩原村 水稲、
夏秋キュウリ（施設）



48

49

個人 伊達市 キュウリ、ニラ

個人 本宮市 水稲、ミニトマト、
ネギ

3 4

農業を始めるのに大切な５つの要素

農業を始めるためには、技術を習得するとともに
資金や農地等を確保することが必要です。
自分がやりたい農業のイメージを固め、

関係者の支援も受けながら着実に進めていきましょう。

●農業経営者となるためには、少なくとも１年間は栽培管理技術や経営管理のやり
方を身につけるための研修が必要です。

●研修先は就農準備校や先進的な農家・農業法人、公的な研修機関等があります
（資料参照）。
●研修にあたり、要件が満たされれば公的な支援（就農準備資金）を受けることも
可能です。

●新しく農業を始める場合、農業機械やパイプハウス等の購入のほか、苗代や
肥料代、農薬代など営農するための資金が必要です。

●現金収入が入るようになるまでの生活資金も必要です。
●必要な資金は、営農作目によって異なるため、営農計画や生活設計を綿密に立て
ながら積算することが大切です。
●2024年の調査では、就農１年目に要した費用は、全国平均値で約896万円
（機械施設：670万円、必要経費等：226万円）となっています。
●認定新規就農者になれば機械・施設等を購入する際に青年等就農資金（無利
子）を借りることも可能です。

●農地を借りる（買う）場合には、農地法や農業経営基盤強化促進法等の農地に関
する法律に基づき許可等を受ける必要があります。

●農地を借りる（買う）にあたっては、自分の目指す農業経営を明確化して、面積や
日照状況、土壌条件、水の条件などを十分検討して選定しましょう。
●新規就農者が自ら農地を探すことは難しいので研修先の農家や市町村、JA、
農地中間管理機構等の支援を受けながら探すことが大切です。

●稲作は、一連の作業が機械化されており、畜産では畜舎建設、施設園芸ではハウ
ス建設に相当な投資が必要となります。
●新規就農者は、資金的に余裕がないのが一般的であり、当初は必要最小限の農
機具や施設を購入し、中古やリース、借受等も活用しながら、経営が軌道に乗り
始めてから徐々に装備を充実させていくほうが堅実です。

●農作物を適切に栽培管理していくために、住居はできるだけ農地に近いことが
望ましいです。

●住居は、就農先の市町村等関係機関、研修先の農家等を通じて探してもらうこ
とが一般的です。（県内の各県地方振興局には、移住コーディネーターが配置
されています。）
●市町村によっては、県外からの移住者向けに公的な住居を用意しているところや
リフォーム資金等を補助してくれるところもあります。

技術やノウハウの
取得

資金の確保

農地の確保

機械や施設の
確 保

住宅の確保

新規就農を目指す皆さんを対象に、様々な支援制度が設けられています。
上手に活用して円滑な就農に結びつけましょう。

●新たに農業を始める方（独立自営就農者）が、作成する青年等就農計画を
市町村が認定し、認定を受けた「認定新規就農者」に対し、
経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施する制度。

●青年等就農資金（無利子融資・現在限度額3,700万円）の借受
●新規就農者育成総合対策（経営開始資金・
経営発展支援事業）の対象者に

●認定新規就農者への農地集積促進（利用権の設定等）
●農業者年金保険料の国庫補助（青色申告者に限る）等

１. 青年等就農計画制度

2. 新規就農者育成総合対策（資金面の支援）
就農前（研修の実施） 就農後（営農開始）

3. 新規就農者育成総合対策（機械・施設等の整備への支援）

（機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象）

経営発展支援事業（就農直後）

対象者：認定新規就農者
　　　（就農時49歳以下・令和5年度以降の独立・自営者）　　　　　　　　　　　　　　　　
支援額：補助対象事業費上限1,000万円
　　　（経営開始資金の交付対象者は上限500万円）　　　　　　　　　　
補助率：県支援分の２倍を国が支援
　　　（国の補助上限1/2　〈例〉国1/2、県1/4、本人1/4）
　　　  ※本人分の1/4は、融資を受けること　　　　　　　　　

［資金交付主体：各市町村］

就農支援制度を活用して就農しよう！！
（令和7年4月末 現在）

新しく農業を始める場合、農地の購入や賃貸、施設の建設、
農機具の購入等設備投資資金や肥料、

農薬種苗など営農に必要な資金の準備が必要です。
また、現金収入があるまでの生活資金の準備も必要です。

福島県が認めた認定研修機関
（R7年4月1日現在）
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No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

福島県農業総合センター
（農業短期大学校、果樹
研究所）

郡山市園芸振興セン
ター

くにみ農業ビジネス訓
練所

個人

個人

法人・団体

個人

個人

矢吹町（農業短期大学校）
福島市（果樹研究所）

水稲、畑作物、果樹、
野菜、花き、畜産

郡山市
トマト、
アスパラガス、
トルコギキョウ、
キュウリ

国見町
ミニトマト、
トウモロコシ、
キュウリ、枝豆、
ナス、 タマネギ

福島市 トマト、ズッキーニ、
パプリカ、ニンジン

福島市 キュウリ、トマト

福島市 キュウリ、ネギ

福島市 イチゴ、ニンジン

福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

JA全農福島 福島市（本部）
郡山市（栽培施設） 菌床しいたけ

福島市 モモ、リンゴ、
ネクタリン、オウトウ

法人・団体 福島市 オウトウ、モモ、ナシ
ブドウ、リンゴ

個人 福島市 水稲、小ギク、
シャクヤク、葉ボタン

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 キュウリ、ネギ

個人 福島市 キュウリ

個人 福島市 トマト

法人・団体

個人 福島市 小ギク、シャクヤク、
葉ボタン

個人 福島市 キュウリ、たらのめ、
葉物類

個人 福島市 キュウリ、ネギ、
シュンギク

個人 福島市 小ギク

法人・団体 福島市 小ギク、シャクヤク、
リンドウ

個人 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、ブドウ、リンゴ

個人 福島市 モモ、リンゴ、
オウトウ

法人・団体 福島市 モモ、リンゴ、ブドウ

個人　 福島市 キュウリ、コマツナ、
ホウレンソウ

6

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

69

70

140

141

142

143

法人・団体 いわき市 有機栽培
（水稲、露地野菜）

JA福島さくら
いわき梨部会 いわき市 ナシ

フェイジョア、
イチジク、リンドウ

イチゴ

法人・団体 いわき市

個人 いわき市

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

110

111

112

113

114

115

116

117

118

120

123

124

125

130

128

131

132

133　

134

135

136

137

138

139

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

個人 福島市 キュウリ、ホウレンソウ、
キャベツ

個人 福島市 トマト、モモ、ナシ、
リンゴ

個人 福島市 キュウリ、シュンギク、
水稲

キュウリ

個人 福島市 オウトウ、モモ、
リンゴ

法人・団体 二本松市

36 個人 二本松市

有機野菜（キュウリ、
ピーマン、トマト、
コマツナ、ホウレンソウ
等）

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市 キュウリ

個人 二本松市

二本松市

施設花き（スプレー
マム）、
露地花き（アスター、
ヒマワリ）、花木類

個人 有機露地野菜

個人 二本松市 リンゴ,オウトウ、
ブドウ

個人 伊達市 ブドウ

個人 伊達市 モモ、ブドウ

個人 伊達市 キュウリ、カキ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 伊達市 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

法人・団体 伊達市 イチゴ

個人 本宮市 水稲、キュウリ、
ミニトマト、シュンギク

法人・団体 桑折町 モモ、カキ、リンゴ

個人 桑折町 モモ

53 個人 桑折町 モモ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 国見町 キュウリ、シュンギク、
スナップエンドウ

個人 川俣町 トルコギキョウ、水稲
ホウレンソウ

法人・団体 川俣町
アンスリウム、ヒマワリ、
ストック、イチゴ苗、
イチゴ

個人 大玉村 キュウリ

個人 郡山市 ナシ、ブドウ、水稲

個人 郡山市

61 個人 郡山市

キュウリ、水稲

トウモロコシ、
ニンジン、タマネギ

法人・団体 郡山市 イチゴ、サンチュ

JA全農福島
サンシャイントマト出荷
協議会

郡山市（所在地）
いわき市、楢葉町（研修地） トマト、ミニトマト

法人・団体 郡山市 シクラメン、ゼラニウム、
マーガレット

法人・団体 郡山市 水稲、大豆

個人 郡山市 トマト

67 法人・団体 須賀川市 イチゴ、大葉、リンゴ

68 法人・団体 須賀川市 水稲

法人・団体

㈱ＪＡ和牛ファーム
福島さくら

須賀川市

田村市

キュウリ

和牛繁殖

個人 会津坂下町

109 法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

法人・団体 西会津町 水稲、ソバ

個人 西会津町 キュウリ、水稲、
ソバ、野菜苗

個人 西会津町 有機トマト、
有機メロン、水稲

法人・団体 磐梯町 菌床しいたけ、
花苗・野菜苗

個人 磐梯町 水稲、トマト、水耕リー
フレタス、コマツナ

法人・団体 猪苗代町 水稲、ソバ

個人 猪苗代町 水稲、トマト、
ブルーベリー

個人 猪苗代町 トマト

JA会津よつば
ばんだいトマト生産部会 猪苗代町 トマト

119 個人 猪苗代町 トマト、水稲

個人 会津坂下町 ブドウ、カキ、
ブルーベリー

121 肉用牛（繁殖、肥育）

法人・団体 柳津町、三島町
金山町、昭和村122 宿根カスミソウ

個人 会津美里町 キュウリ、ダイコン

126 法人・団体 会津美里町

会津美里町

水稲、ソバ、大豆、
小麦

法人・団体 トマト

トマト

法人・団体 会津美里町

下郷町、只見町、
南会津町

有機栽培（水稲、大
豆、菜種、ソバ、露地
野菜、イチゴ、カキ、
エゴマ）

相馬市 相馬市 ナシ、キウイフルーツ、
イチゴ

個人 南相馬市

ブロッコリー、サトイ
モ、鶏卵、キャベツ、
ネギ、トウモロコシ、
ナス、ピーマン、レタ
ス、白菜、タマネギ、
スナップエンドウ、水
稲

JAふくしま未来
そうま地区本部 南相馬市 キュウリ

129
JA会津よつば
会津田島アスパラ部会 南会津町

JA会津よつば
南郷トマト生産部会 南会津町

127 宿根カスミソウ、
リンドウ

南会津地方花き振興
協議会

アスパラガス

南相馬市 南相馬市
水稲、小麦、大豆、
タマネギ、ブロッコ
リー、ネギ、ダイコ
ン、キャベツ

南相馬市
みらい農業学校 南相馬市

野菜（キュウリ、トマ
ト、サツマイモ等）、
麦、大豆

広野町 広野町 水稲

法人・団体 広野町
有機水稲、水稲、
大豆、タマネギ、
ブロッコリー   

浪江町 浪江町 トルコギキョウ、
カラー、ストック

法人・団体 いわき市 トマト、水稲

個人 いわき市
露地野菜（サトイモ、
ブロッコリー、キャベツ
等）施設野菜（ピーマ
ン、トマト）

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

青年等就農資金

その他制度資金

資金の使途
返済期間
融資限度額
利率（年）
担保・保証人

施設・機械、果樹・家畜、経営費等
17年以内（うち据置期間５年以内）
3,700万円（特認１億円）
無利子
実質的な無担保、無保証人

項  目 内  容

自己資金

就農に向けた資金確保のポイント

就農には大きく分けて、次の3通りがあります。
「独立自営就農」：自分が独立して自営の農業を始める。
「親元就農」：親や祖父母と一緒に営農していく。
「雇用就農」：農業法人等に就職し、従業員として農業を行う。

認定新規就農者のメリット

就農準備資金
●

●交付期間は最長２年間（海外研修で１年延長）
●

●県が認めた研修機関で研修を受ける就農希望者
に対し交付（県内各地に143ヶ所有り）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

経営開始資金
●就農後最長3年間交付

●交付金の額は150万円/年（夫婦では1.5倍額）

●原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下

●独立・自営就農者で就農時の年齢が、原則50歳
未満の認定新規就農者が対象　　　　　　　

●「青年等就農計画」の認定を受けていることや
「地域計画」への位置付け等の要件がある

［資金交付主体：福島県農業振興公社］ ［資金交付主体：各市町村］

就農前の研修期間、１年につき１人あたり150万
円を交付

研修終了後１年以内に原則50歳未満で就農する
ことが必要（年令下限はなし）

（単位：万円）

新規参入者計
水稲・麦・豆
露地野菜
施設野菜
花き・花木
果樹
酪農

その他畜産
その他

販売金額
第１位の作目

就農１年目
農産物
売上高

機械施設等
（Ａ）

種苗肥料
燃料等（Ｂ）

費用合計
（Ａ＋Ｂ）

自己資金
（Ｃ）

差額
（Ｃ－(Ａ＋Ｂ))

自己資金

670
662
371
996
672
418
2,760
1,107
245

226
222
143
274
189
153
1,956
472
122

896
884
515
1,270
861
571
4,716
1,579
367

281
280
252
293
290
267
858
317
157

△619
△604
△263
△977
△571
△305
△3,858
△1,262
△210

184 
131 
163 
207 
243 
185 
224 
113 
170 

354 
352 
201 
523 
261 
200 
2,878 
338 
136 

営農面 生活面

就農１年目の平均費用と自己資金（新規参入者）

新規就農者の就農実態調査結果（2024年・全国新規就農相談センター）より

　自分のやりたい農業をどのような規模で行うかなどを明確にして、営農計画
と生活設計を綿密に立て、できる限り自己資金を活用することが大切です。

　国や地方公共団体は、政策金融公庫資金、農業近代化資金など法律に基
づき「長期で低利」な資金を数多く設けています。

　認定新規就農者を対象に、日本政策金融公庫から無利子で貸し出される資金です。
農業経営の開始に必要な機械や
施設の取得等（農地等の取得は
除く）のために利用できます。認
定新規就農者になるには、市町
村から青年等就農計画の認定を
受けることが必要です。

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

大切なこと

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 キュウリ

No. 研修機関 所在地、研修地等 主な研修品目

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

法人・団体 鏡石町 キュウリ、水稲
ミニトマト

法人・団体 石川町 リンゴ、モモ、ナシ

法人・団体 古殿町 水稲

法人・団体 白河市 水稲、白菜、キャベツ
ネギ、タマネギ

個人 白河市 アスパラガス

法人・団体 白河市 ナシ

法人・団体 白河市 ユリ

個人 白河市 ナシ

法人・団体 西郷村 葉物類、キャベツ
タマネギ

法人・団体 矢吹町 夏秋トマト、
高糖度トマト

ＪＡ東西しらかわ
いちご専門部会 棚倉町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 イチゴ

法人・団体 矢祭町 水稲、ブルーベリー、
ウメ、ユズ

法人・団体 塙町 肥育牛、繁殖牛

92 個人 会津若松市

93 個人 会津若松市

水稲、枝豆、ブドウ、
モモ

94 個人 会津若松市 枝豆、水稲、トマト、
ニンジン

95 個人 会津若松市 トマト

97 法人・団体 喜多方市 アスパラガス

98 法人・団体 喜多方市 水稲、ネギ

100 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
菌床しいたけ

101 法人・団体 喜多方市 水稲、アスパラガス

103 法人・団体 喜多方市 肉用牛（繁殖、肥育）

105 法人・団体 喜多方市 水稲、ミニトマト

106 個人 喜多方市 アスパラガス（施設）

102 法人・団体 喜多方市 水稲、キュウリ、
トマト

99 法人・団体 喜多方市
キュウリ、水稲、
菌床しいたけ、
たらのめ、
雪下キャベツ

104 個人 喜多方市 有機野菜（ミニトマト、
コマツナ、ニンジン）

96 法人・団体 会津若松市 水稲、ネギ、キャベツ、
トウモロコシ

有機野菜（キュウリ、
カボチャ、サトイモ、
ジャガイモ、枝豆等）、
リンゴ、水稲

88 個人 会津若松市

90 個人 会津若松市

水稲、ナス、枝豆、
ジャガイモ、カボチャ、
葉物野菜

87 法人・団体 塙町 キュウリ、イチゴ、
水稲

89 JA会津よつば
あいづ西部アスパラ
ガス生産部会

会津若松市 アスパラガス

水稲、ネギ

91 個人 会津若松市 ミニトマト、水稲

86 ㈱東西しらかわ
グリーンファーム 塙町 和牛繁殖

たむらの新・農業人
サポート協議会

田村市、三春町、
小野町

ピーマン、ブロッコ
リー、ホウレンソウ、フ
キノトウ、トマト、ス
ナップエンドウ、コマツ
ナ、キュウリ、カブ、ニ

キク類、リンドウ
ンニク、肥育牛、酪農、

107 個人 北塩原村 キュウリ

108 個人 北塩原村 水稲、
夏秋キュウリ（施設）






